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安心・安全なメタバースの実現に関する研究会（第４回） 

議事録 

 

１．日時 令和６年２月15日（木）14:00～16:00 

２．場所 オンライン 

３．出席者 

（１）構成員 

小塚座長、栄藤座長代理、雨宮構成員、安藤構成員、石井構成員、江間構成員、大

屋構成員、岡嶋構成員、木村構成員、塚田構成員、仲上構成員、増田構成員 

 

（２）総務省 

西泉官房審議官、林情報通信政策研究所長、山野情報流通行政局参事官、髙本情報

通信政策研究所調査研究部長、後藤情報流通行政局参事官付企画官 ほか 

 

（４）オブザーバー 

金融庁、デジタル庁、経済産業省、国土交通省 

 

４．議事 

１ 開会 

２ 議事 （１） 東京都御発表 

（２） メタバースの海外動向に関する調査報告 

（３） 民主的価値に基づく原則１次とりまとめ（案）について 

３ 閉会 
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開会 

 

 

【小塚座長】  皆様、お集まりいただきまして、ありがとうございます。定刻になりまし

たので、「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」の第４回会合を開催いたします。

皆様、御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 毎回同じことを申し上げて恐縮ですが、御発言時以外は、カメラとマイクをオフにしてい

ただけるようにお願いいたします。 

 それから、今回の会議も公開になっております。御了承ください。 

 それでは、最初に事務局から配付資料の確認をしていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

【髙本調査研究部長】  事務局でございます。資料の確認をさせていただきます。本日の

資料は、資料４－１から４－３までの計４点でございます。何かございましたら事務局まで

お知らせください。 

【小塚座長】  ありがとうございました。それでは、本日の議事ですが、まず、東京都様

に御発表いただきまして、それから、メタバースの海外動向に関する調査の御報告をいただ

く。そして、当研究会の大きなアジェンダである「民主的価値に基づく原則の第１次とりま

とめ（案）」について御議論をいただきたいということです。３件それぞれ趣旨が異なりま

すので、それぞれの議事の中で質疑応答、意見交換ということをしていきたいと思います。

プレゼンだけの回とは進め方が違いますので、御了解ください。 

 

議事 

（１） 東京都御発表 

 

【小塚座長】  そこで早速、議事（１）です。資料は４－１です。東京都の生活文化スポ

ーツ局都民安全推進部サイバー安全推進担当課長の細谷健様にお越しいただいております。

「メタバース教室」開催結果についてお話をいただきたいと思います。 

 それでは、細谷課長、よろしくお願いいたします。 

【細谷氏】  承知しました。こちらこそよろしくお願いいたします。 

 改めまして、東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部の細谷と申します。本日は、「安
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心・安全なメタバースの実現に関する研究会」において発表させていただくという貴重なお

時間を頂戴しまして、ありがとうございます。 

 メタバース教室は今年度から始めた事業で、私を含めて、担当者が手探りの中で実施した

ところであり、メタバースが黎明期であることも併せて、まだまだ改善の余地といいますか、

伸び代がある事業と考えております。途中、聞きづらい部分があろうかと思いますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本題に入る前に、私のおります生活文化スポーツ局などについて簡単に御紹介させてい

ただきます。生活文化スポーツ局は、日常生活と関わりの深い都民生活の支援を行うほか、

安全・安心施策の推進などを行い、都民安全推進部はその中でも、治安、交通安全、若年支

援の３つを柱とした様々な施策を行っております。都民安全課は、青少年の健全育成のほか、

防犯パトロールなどの支援、在住外国人の子供に対する安全・安心施策の推進など、地域の

安全に根差した諸対策を行っております。 

 都民安全課の中で、私はサイバー安全推進担当課長という役職を与えられているわけで

すが、サイバーというと、警察官のような事件捜査をイメージするかもしれませんが、広報

啓発に特化した業務を行っております。（資料４－１ ２ページ）右の枠にくくられていま

すのが、担当する事業なのですが、これらの事業は、東京都青少年の健全な育成に関する条

例に基づいており、条例の第１８の１０に、「インターネットの利用に関する青少年の健全

な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努める」とあり、これが根

拠となっております。担当する主な事業は、相談窓口の設置など６項目になります。 

 それでは、メタバース教室の開催経緯について御説明させていただきます。メタバースと

いう言葉を何となく聞いたことがある、知っている、など、徐々に認知が進んでいる一方、

利用度はまだまだ低い状況だと認識しております。メタバースは多岐にわたり活用されて

いる中、既に子供はネット上の３Ｄ空間において、顔を合わせたことのない人とキャラクタ

ー同士でゲームをしたり、会話するなどのコミュニケーションを取っている状況です。子供

は、新しいものに対する適応力、順応性が優れていて、説明書を読まなくてもやりながら覚

えていく。ただ、スマートフォンを含めて、インターネット利用について低年齢化が進み、

やっていいこと、悪いことの判断や、この情報は本当かうそかなどの見分けなど、対応力に

ついては未熟で、トラブル等に巻き込まれる可能性があると考えています。今問題になって

いる誹謗中傷や乗っ取り、なりすましなどの問題がメタバース空間を介しても起こり得る

可能性があり、様々な論点、課題について議論を重ねている最中ですが、先駆的に青少年た
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ちに、今の段階で適正利用について啓発を行っていく必要があると考え、当事業を実施する

ことになりました。 

 それでは、メタバース教室の内容について触れていきます。全体で１時間の尺にしていま

すが、第１部と第２部の２部構成にしています。今回は、メタバースについてほとんど知ら

ない人をターゲットとしているため、第１部では「そもそもメタバースとは何なのか」、第

２部では「メタバースで気をつけてほしいこと」にフォーカスしています。 

 第１部はさらに２つに分けていますが、パート１は、「メタバースの有用性と利便性を学

ぶ」というものです。移動操作、視点切替え、笑ったり、いいねをしたり、応援するなどの

エモート機能、写真撮影機能の説明、メタバースとは現実世界とは違うもう一つの世界であ

り、ゲームのような空間にまるで自分がいるかのような没入感があり、現在、生活、教育、

仕事などの様々な分野に拡大している。メタバース空間では、アバターと呼ばれる自分の分

身を用いること、自分がなりたい姿にカスタマイズして自由に操作できること、メタバース

空間はアバターと同じように、自分の思い通りの世界を構築することができること、昔、ア

メリカでリリースされたゲームと比較すると、通信環境や機器の進化によって空間やアバ

ターのデザインもきれいになったり、アバター自体の操作もスムーズになってきたこと。例

えば、今後、学校の社会の授業で、実際に江戸時代に行って当時の生活をのぞいたり、理科

の授業で月の無重力を体験したり、メタバースで作られた東京ドームや日本武道館でも、誰

もが歌ったり踊ったりする経験ができるかもしれない。ビジネスにおいて、２０３０年頃に

は市場規模が大きく拡大すると言われていること、大手企業がメタバースに取り組んでい

ることなどを挙げて、私たちの生活に大きな影響を与える可能性について話をしています。 

 パート２では、迷路空間を活用し、実際にアバターを動かしてコミュニケーションを取り

ながらクリアを目指してもらうという仕掛けを用意しました。迷路内でお化けが出現する

のですが、お化けに触るとスタートに戻ったり、迷路内に２つの絵を設置して間違い探しを

してもらうなど、そうしたゲーム要素も取り入れてコミュニケーションを取りやすい状況

をつくって、メタバース空間を体験してもらいました。 

 こちらのスライド（資料４－１ ５ページ）は、第１部の様子です。上段２つのスライド

は、パート１の有用性・利便性を説明する際の状況です。今回はシステム環境の都合上、参

加者のアバターは御覧のとおり、ロボットの形をしたアバターに統一されています。自分で

登録した名前が吹き出しでついてくるので、そこで個人を見分けることができます。司会と

講師の方については、デフォルトの人形アバターで、ゲストはお笑い芸人のなかやまきんに
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君さんに出演してもらっていますが、こちらに関しては、オリジナルアバターとして登場し

てもらっています。 

 下段２つのスライドは、パート２のメタバース空間を体験してもらうための迷路空間の

状況です。左側の画面に映っている白い物体がお化けで、これに触るとスタートに戻ってし

まいます。地図がそれぞれ画面の右側に表記されていますが、自分の通ったところのみ表示

されます。右側の画面は間違い探しの画面です。アバター２人が２つの絵を見比べている状

況です。 

 次に、第２部について説明させていただきます。第２部は、メタバース空間で起こり得る

トラブルについて紹介するとともに、その対処法などを紹介して、注意すべき点について理

解してもらおうというものです。順を追って説明させていただきます。 

 まず、１の利用時間についてです。小・中・高、どの年代においても、１日のインターネ

ットの利用時間は５時間以上が多いこと、ネットやスマホの使い過ぎについては、視力の低

下、本などを読む時間の減少、睡眠不足などを挙げています。子供のインターネット利用の

トラブルは、親とのコミュニケーションの中で発見することが多いことから、家庭で使用時

間のルールをつくるなど、その利用について話し合ってみることを勧めています。また、ネ

ット依存、ゲーム依存にならないよう、利用時間をどれくらいにするなどのルールや、ルー

ルを守れなかった場合のルールについて決めてもらうというシンキングタイムも用意して

います。 

 次に、お金のトラブルについてです。ゲーム課金について、メタバース空間上でも起こり

得るとして注意喚起しています。６歳の男の子がゲームアプリに１７０万円の課金をして

いたという事例について、返金対応してもらうためには、発覚後すぐにサポートセンターに

連絡するよう説明をしています。また、未然防止措置として、保護者がクレジットカードの

登録が設定されているかどうかの確認や、勝手に課金できないよう、スマホの支払い設定を

確認する必要があることも説明しています。そのほか、個人情報やログインパスワード、ク

レジットカード情報をだまし取る詐欺はメタバース上でも起こり得る可能性があることか

ら、こうした情報の取扱いについて注意喚起しています。 

 次に、アバターです。アバターは、有名人の真似をしたり、性別が異なる可能性があるな

ど、なりたい自分を投影している可能性があるので、アバターと実際に操作している人が同

じや、似ているとは限らない認識が必要だと説明しています。あわせて、先ほど課金トラブ

ルでも少し触れましたが、ログインＩＤやパスワードが何らかの原因で盗まれることがあ
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れば、固有のアバターを操作できてしまう可能性があること、ＳＮＳ上で知り合った人とリ

アルでの出会いでトラブル等に発展しているケースもあることから、仮にメタバース空間

で交流が深まり実際に会うことになったとしても、保護者など、複数人で会うことを勧めて

います。また、ＳＮＳに起因する児童のトラブルについて、高水準で推移していることも統

計を示した上で説明しています。 

 最後に、コミュニケーションについてです。clusterにおいて禁止している嫌がらせ行為

を示したほか、ＳＮＳで誹謗中傷され続けた女優さんが、投稿者を特定して訴訟を起こした

ことを説明して、基本的に、現実世界でやってはいけないことはメタバース上でも駄目だと

いうことや、没入感によるファントムセンスについて、アバターを通じて、本当は感じるは

ずのない幻の感覚を感じてしまうことを説明して、アバターは生身の人間ではないからと

いって何をしても許されるものではないこと、利用規約を確認して、違反行為に対する通報

制度が整備されているプラットフォームを利用することを勧めています。 

 こちらのスライド（資料４－１ ７ページ）は、先ほどの第１部と同様、第２部の実施状

況のスライドとなります。メタバース教室の中でアンケートを実施した際には、左下段の画

面のように回答結果も表示されています。また、参加者が入力したコメントについては、こ

ちらの画面では小さいので見にくいかもしれませんが、左側に吹き出しが表示されている

画面がコメント入力部分であり、そういった形でコメントが表示されています。 

 続いて、アンケート結果になります。１のメタバースを利用したことのない理由について

ですが、市場調査でも、ある程度の認知状況はあるものの、具体的にはどういうものか知ら

ないという結果がこのアンケートでも反映されていると思います。この先、さらに市場拡大

が進むことで変わっていくものと思います。 

 ２は、メタバースの利用頻度についてです。今回は、メタバースを利用したことがない人

をターゲットとしていたため、参加者の大半が初めての利用であり、そうした方々に適正利

用の啓発ができてよかったと考えています。 

 これから先は、メタバース教室終了後、Google Formでのアンケート結果になります。１

は、属性についてですが、小学生が８０％以上を占めており、１０歳から１２歳くらいの青

少年が、現段階において適正利用について学び、これから思春期や社会に出ることを考える

と、非常にいいタイミングだと考えています。 

 ２は、メタバース教室の理解度についてです。今回、講義内容やスライドなど、参加対象

の中でも年齢が低い青少年に理解してもらえるよう検討を重ねてきましたが、「理解できた」
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という回答が大半を占めており、うれしく思います。来年度以降、よりよいものにするため

に、内容をブラッシュアップしていきたいと考えています。 

 ３は、メタバースを知ったきっかけについてですが、周知方法については、今回、チラシ

配布をメインにしており、その結果が現れた結果となります。 

 ４は、今回のメタバース教室で使用したcluster以外に知っていたり、利用したことがあ

るものについて尋ねていますが、参加者のメタバース利用は今回が初めての方が大半を占

めていたこともあり、半数以上が「知らない」と回答しています。 

 ５は、メタバースの魅力的な要素について尋ねています。第１部の中で、メタバースは自

由に空間構築が可能であったり、自分のなりたい姿になれるということを説明しており、あ

わせて、没入感や所携のスマホで参加できることから、このような結果になっていると思わ

れます。 

 ６は、どんなメタバースを利用したいかを尋ねていますが、青少年ということもあり、エ

ンタメのほか、ＳＮＳの普及もあるせいか、コミュニケーションなどが高い結果を示してい

ます。 

 ７は、来年度以降のメタバース教室について、どんなエンタメ要素を取り入れるべきか検

討するための質問です。この結果を踏まえ、来年度事業に向けた検討をしたいと思っていま

す。 

 ８は、使用端末の確認ですが、このような円グラフの結果となっており、ばらけている状

況です。 

 ９についてですが、今回のメタバース空間はiPhone X以上が推奨とされている中で、青少

年は特に最新のスマホというよりは、親から譲り受けたものであったり、多少型落ちしてい

ても、比較的安価なものを利用しているのではないかと考えており、メタバース教室の中で

使用端末が機能してくれるかどうかが懸念の１つでした。半数以上は「快適に動いた」とい

う回答でしたが、そうではない方もいました。これについては、なかなか難しい問題ですが、

来年度以降の課題として引き続き検討していきたいと思います。 

 １０は、保護者のメタバース利用時の気になる点について尋ねています。メタバース空間

にのめり込み過ぎることによる利用時間やゲーム課金、コミュニケーションのいさかいの

中で起こり得る交友関係やネットいじめ、交流の中で個人情報が漏れてしまう可能性があ

ることが気になることとして高い数値となっています。 

 １１は、メタバースを安全利用のために実装してほしい機能について尋ねています。トラ
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ブルに起因するセキュリティ対策やメッセージ、課金防止などの制限について保護者が要

望しているという状況です。 

 最後に、今回のスライドには入れていませんが、自由記載のアンケートを取っており、よ

かった点、要望についてのコメントがありました。よかった点については、保護者について

は、「子供が分かりやすい内容でよかったです」や、「子供たちが安心して楽しく参加できる

ようなイベントを企画してもらえたらうれしいです」、「学校で習うルールのほかにも、メタ

バース上での注意点などは大変参考になりました」というコメントがありました。 

 また、要望については、「教育分野にどのように普及されているかもっと知りたかった」、

そのほか、「メタバース内でのハラスメントが今後行われてしまった場合、それをどのよう

に証明すればいいのか」、「被害者サイドになったときはどのようにして自己防衛するかを

知りたかった」というコメントが寄せられました。 

 子供についてのアンケート結果としては、「メタバースは楽しいものだけど、安全に気を

つけて遊んでみたいなと思いました」、「今後、メタバースを利用するときは、このイベント

を思い出して楽しく利用していきたい」というコメントが寄せられております。 

 最後に、今後の課題と方向性について申し上げます。まず、今後の課題です。来年度もメ

タバース教室は開催する予定ですが、メタバースそのものや、気をつけてほしい点が理解で

きないと、安心・安全な利用につなげられないことから、今年度同様、青少年の目線で分か

りやすい内容にこだわっていきたいと考えています。 

 また、２つ目は、テクニカルな話ではありますが、今回は５００アカウントを参加上限と

していたものの、実際の参加は約２００アカウントであったことから、周知方法からどうや

ったら参加者増につなげられるかについて検討していきます。 

 今後の方向性ですが、青少年育成条例でインターネット空間における青少年の健全育成

に資する広報・啓発などが都の責務であると定められていることからも、総務省をはじめ関

係団体の方々、事業者の方々、学識経験者の先生方などの皆様方と情報共有や連携を図りな

がら、本事業を通じてメタバースの適正利用・啓発に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上であります。御清聴ありがとうございました。 

【小塚座長】  細谷課長、どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまお話しいただきました内容につきまして、意見交換をしたいと思いま

す。御質問あるいは御発言のある方は、挙手ボタンを押していただきますと、私のほうで認

識できます。よろしくお願いいたします。なお、御発言いただく際に、冒頭にお名前をおっ
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しゃっていただけましたら幸いです。いかがでしょうか。どなたか御意見、御質問、御発言

等はありますでしょうか。 

 それでは、岡嶋先生、それから栄藤先生、この順序でお願いいたします。よろしくお願い

します。 

【岡嶋構成員】  恐れ入ります、中央大学の岡嶋です。今日は御発表、ありがとうござい

ました。無事の開催、おめでとうございます。実はこの案件、私、御協力依頼をいただいて

いたのに、どうしてもスケジュール上お受けできずに、テキストのコメントだけで、その節

は大変失礼いたしました。 

 実際にオペレーションをしてみて、やったからこそ分かった、こういうところでこういう

トラブルが出がちなのだ、こういう問題が起こるのだ、そういう御知見が集まったかと思う

のですけれども、今後もこういったイベントは繰り返されていくでしょうから、その辺の知

見について、ぜひお教えいただければと思います。いかがでしょうか。 

【細谷氏】  岡嶋先生、その節はいろいろありがとうございました。おかげさまをもちま

して、何とか開催にこぎ着けることができまして、担当者とも喜んでおるところでございま

す。 

 １時間程度の尺ではあったのですけれども、実際にメタバース教室を実施してみて、そも

そもスタートするに当たって、参加者がなかなかうまく機能できずに入れなかったような、

そういったコメントやアンケート結果も寄せられていまして、我々としては、青少年の方、

保護者の方、いずれにしても初めての方をターゲットにしていたものですから、その辺りは

丁寧に説明していこうということで、メール、チラシ等も含めて丁寧にやっていたつもりな

のですが、実際は初期段階においてそういうトラブルもあったものですから、そういった部

分については、来年度以降、開催に向けて気をつけていきたいと考えております。 

【岡嶋構成員】  なるほど。技術面では何かありましたか。 

【細谷氏】  技術面についてなのですけれども、今回、バーチャル渋谷で開催させていた

だいたのですが、実際は、バーチャル渋谷をコピーするような形で、同じコピーした空間で

実施していまして、そこにメールで御案内する形だったのですが、実際は参加者の方がclu

sterのほうに入ってしまって、clusterから入ってしまうと、どうしても我々の実施してい

るメタバース教室に入れないというようなコメントや問合せがあったものですから、その

辺りは周知方法を徹底していかなければいけないなと考えました。 

 また、そういったトラブルも当然予想されるところではあったので、トラブル窓口という
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のは事業者と相談して窓口を設定したのですが、そういったトラブルについて、やはり同じ

ようなお問合せがあったものですから、それを教示して入れたというようなことで解決は

しております。ただ、問合せがなくても、やはりそういった入れなかったというところが後

で分かったものですから、繰り返しになりますが、入室方法について、参加について丁寧な

説明を心がけていきたいと考えております。 

【岡嶋構成員】  よく分かりました。ありがとうございます。実施前に懸念しておられた

障がいのある方にどう対応していくのだというようなお話、多分、今日、この後の議題で出

てくると思いますので、またフィードバックをさせていただければと思います。どうもあり

がとうございました。 

【細谷氏】  ありがとうございました。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 では、栄藤先生、お願いします。 

【栄藤座長代理】  大阪大学の栄藤と申します。大変興味深く拝聴させていただきました。

今回、小・中・高生向けに問題としてスライド６、メタバース上で起こり得る問題、対処法

の紹介ということで、利用時間とお金のトラブルとアバターとコミュニケーションという、

こういう課題がきちんと定義されていますけれども、実際、お金のトラブルで１２万円とい

った話がございましたが、利用時間や、それからアバターなどに関してより具体的な、どれ

ぐらい使っているのかというデータというのは公開可能なのでしょうか。 

【細谷氏】  御意見ありがとうございます。例えば、利用時間についてですけれども、５

時間以上と私、スライドで申し上げておりましたが、それにつきましては、青少年のインタ

ーネット利用調査について内閣府がオープンで出しているものがありましたので、そちら

を活用させていただきました。 

 また、具体的な課金をしてしまったなど、そういった事例については、最初に当方の事業

として様々な事業を行っている中で、相談窓口を設置しているということを申し上げたと

思いますが、中でもゲーム課金で多額のお金をつぎ込んでしまったというような相談があ

りますので、そういったところから事例として活用しております。 

【栄藤座長代理】  分かりました。もう少し関連して、スライド１４で、保護者からの要

望というのが上がっておりますけれども、この母数は、聞き逃したかもしれませんが、どれ

ぐらいの方からの意見が出ているのかというのをもう一度聞ければと思いました。 

【細谷氏】  今回、２００アカウントということで、３００人超、４００人近い方々が参



 -11- 

加してくれたと思うのですが、保護者に対するアンケートにつきましては、回答数が１２２

ということですので、それぐらいの保護者の方々がお答えいただいたというところでござ

います。 

【栄藤座長代理】  今後、メタバースのプラットフォーム、プラットフォーマー、コンテ

ンツはどうあるべきかという議論をする上で、こういった具体的に保護者の方の意見や事

例というのがたくさん見られるといいなと思って聞いておりました。今後とも活動を応援

したいと思います。どうもありがとうございました。 

【細谷氏】  ありがとうございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。いろいろと面白い、非常に有意義な取組である

ことはもちろん、それと同時に、非常に興味深いいろいろな結果も出てきたのではないかと

思います。 

 実はこれについて、私も事前に若干お話を伺ってはいたのですけれども、最初、メタバー

ス教室とお聞きしたときに、私は、１か所に集まってヘッドセットなどをつけて体験する、

そういう方向の教室かなと思ったのですけれども、今回はそうではなくて、スマホなどで家

庭から入られたということですね。そういう意味では、デバイスは比較的身近なものという、

そういうお取組をなさったということですね 

 いろいろお聞きしたいこともあるのですが、今日は盛りだくさんですので、一旦この辺り

とさせていただければと思います。細谷様、どうもありがとうございました。 

【細谷氏】  ありがとうございました。 

 

議事 

（２） メタバースの海外動向に関する調査報告 

 

【小塚座長】  それでは次に、議事（２）とさせていただきたいと思います。資料は４－

２－１です。ＰｗＣコンサルティング合同会社のシニアアソシエイト 石原一樹様より、

「メタバースに関する海外動向調査」ということでお話をいただければと思います。 

 石原様、よろしくお願いいたします。 

【石原氏】  よろしくお願いいたします。ＰｗＣからは、海外動向調査という形で御報告

させていただけたらと思います。本日の内容でございます。メタバースに関する海外市場の

動向と、諸外国・機関の取組状況に関して御報告させていただけたらと考えております。 



 -12- 

 本レポートにつきましては、海外動向というところではございますが、その中でも安心・

安全に関わる観点を中心に御報告させていただければと考えております。また、２０２３年

にフォーカスして、以前と比較してどのように市場の変化があったのか、もしくはなかった

のか等々を御報告させていただきまして、御考察の一助となればと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 早速、内容に入らせていただきます。まず、メタバースに関する海外市場動向でございま

す。グローバルの全体感というところでございます。２０２２年のメタバース市場は５００

億米ドルでございまして、２０３０年には１兆ドルを超えるという見込みで、現状も成長し

続けている分野になっております。 

 また、市場の中でどのようなものが提供されているかでございますが、商業、教育、社会

といった様々な分野で適用されておりまして、特にゲーム産業の成長というものがメタバ

ース市場を牽引しているといったところで、一方では、教育分野等々でバーチャルリアリテ

ィーを活用した没入型学習が進展しているといったように、様々な分野で使われていると

ころでございます。そんな中で、ユーザのプライバシー保護の課題やセキュリティーに関す

る問題が存在しまして、これらに対処することで信頼性が向上して、メタバースが安全に進

化する可能性が高まるといったところから調査を進めております。 

 諸外国の主要プレーヤー及び提供サービスのところをお話しさせていただけたらと思い

ます。まず、全体感です。２０２３年の１年間において、どのような変化があったのかでご

ざいます。プラットフォーム事業者に関しましては、際立った新興勢力の出現は現状なくて、

まだ既存のVR Chat等々が成長し続けているところでございます。 

 サービス提供者でございますが、まず、ゲームエンジンを提供しているところですと、

Unity等が料金体系の変更リリース以降の騒動がありまして、信頼を失っているという状況

もございました。そんな中で、Unreal Engine等々への移行がされる可能性もあることが示

唆されております。 

 ハードウェアに関しましても、ヘッドマウントディスプレイの活性化が進んでいるとい

ったところでして、ＬＧ等も参入を表明したところで、直近ではAppleのVision Proといっ

たような、ハイエンドではありますが、そういったものも実際に投入されているところでご

ざいます。メタバースよりも、日常での利用を意識したデバイスというものが出てきている

傾向がございまして、今後、日常とバーチャルの境界をなくしていく方向に進化していく可

能性もあるということが示唆されております。 
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 コンテンツ提供者に関しましては、大きな変革はないところではございますが、Robloxの

ようなＵＧＣを軸としたプラットフォームも急速な成長を続けているという実態がござい

まして、今後のコンテンツ提供の中でＵＧＣをどのように取り扱うかが一つの鍵という可

能性が出てきているところでございます。補足でございますが、ＵＧＣというものは、その

プラットフォームを使うユーザたちが作り出すコンテンツだと御理解いただけたらと思い

ます。 

 ここから、各国にフォーカスした動きを御説明させていただきます。まず、米国といった

ところで、メタバースのプラットフォーム事業者のところです。こちらは継続的に成長が進

められているといったところで、ゲームエンジンに関しましては、Unity、Unreal Engine

等々のところが寡占状態であるところでございます。その中でも、Unreal Engineに関しま

しては、直近でディズニーの投資やソニーの投資等々がありまして、存在感が強まっている

ことが見られたところでございます。 

 また、こちらにAppleのVision Pro等の記載はございませんが、米国の中でも、米国以外

のところに関しても、ソニーやＬＧがＸＲデバイスに関して今後力を入れていくというと

ころが見られましたので、今後、競争が加速されていくというところで、メタバースに近し

い分野として注視していく必要があるかなということが見られたところでございます。 

 また、米国のところ、コンテンツを主に提供することに関しましては、教育用途、アパレ

ルブランド等のプロモーション用途等で使用されたところで、大きな変化はないといった

ところで、メタバースの利用としてどういった用途が効果を発揮するのかというのが、一定

落ち着いた段階かなと見てとれます。こちらに関しましては、ＵＧＣといったところの

Roblox等がデイリーアクティブユーザ７,０００万人というすごく大きなプラットフォー

ムになっており成長が見込まれますので、今後、ＵＧＣに関する動きに関しては注視が必要

でございます。 

 韓国／中国といったところで、まず、韓国に関しましては、ＺＥＰＥＴＯ等の有力プラッ

トフォームを有するところと、行政の活動において生活密着型のユースケース等が活発化

されています。中国においては、ドメスティックなプラットフォームが多いとところですが、

こちらは中国所在というのが必須であることから、グローバルに大規模化しているとは言

えないといった状況でございます。 

 また、先ほどのＸＲデバイスに関しましては、韓国のＬＧが発売を明言しており、そちら

のハードウェアの活動も今後活発化していく可能性があるところでございます。 
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 欧州／他でございます。欧州に関しましては、クリエイターに人気の高いNEOS VRという

ものがございますが、ほかにも複数のプラットフォームが存在しているという状況でござ

いまして、ＮＦＴやＷｅｂ３.０の概念とつながりの深いものが散見される状況でございま

す。 

 以上が市場の動向で、ここからは諸外国・機関の取組状況をお話しさせていただきます。

まずは政府関連でございます。各国、メタバースに対する政府主導の取組が進められている

ところでございます。戦略に関わる取組といたしましては、ＥＵ加盟国であったり、中国、

韓国が公開しているといった状況でございます。 

 また、法規制という観点でございますが、メタバース特有というわけではなくて、それの

もう一段階広い枠組み、ソーシャルネットワーク等々を対象としました個人情報、プライバ

シー、子供の安全等の法規制の策定というものは、米国、ＥＵ、英国で進められているとこ

ろでございまして、ＯＥＣＤやＷＥＦといったところに関しても、これらの観点は言及され

ている状況でございまして、全世界的にそこに対する取組が進められている状況でござい

ます。 

 各国の取組になります。まず、米国に関しましては、プライバシーや子供の安全に関する

法案を策定中でございます。プライバシーに関しましては、州レベルのプライバシー法は存

在しているのですけれども、連邦レベルでのプライバシー法の策定が進められているとこ

ろで、２０２２年は成立に至らなかったのですが、２０２３年３月からは議論が再始動して

いるところでございます。 

 また、キッズオンライン安全法というところで、子供の安全に関しても話が進められてい

る状況でございまして、こちらに関しても、２０２３年に再提出されて議論が進んでいって

いる状況でございます。 

 ＥＵに関しましては、Ｗｅｂ４.０というものを高々に上げて活動を実施しているところ

で、そこで関連する法案といたしましては、ＤＳＡやＤＭＡといったところでございます。

ＤＳＡに関しましては、利用者の基本的権利を保護するという目的の下、実施しているもの、

ＤＭＡは平等な競争をすることを目的に策定されているものだとお考えいただけたらと思

います。 

 また、この「メタバースとＡＩの競争に関する情報提供要請」に関しましては、Ｗｅｂ４.

０の枠組みの中で、実際に各事業者様に今、仮想空間に対する質問項目というものを挙げて、

そこに関する意見募集を始めているという状況でして、２０２４年Ｑ２から順次、ワークシ
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ョップを経て、検討を進めてまいるところが見られてございます。 

 こちらのＷｅｂ４.０とはどういうものかといいますと、デジタルと現実のオブジェクト

と環境が完全に統合し、相互に通信し、真に直感的で没入型の体験が可能な、物理的なもの

とデジタルなものをシームレスに融合させた世界というところで、それを実現するために

ＡＩ等々の機能やテクノロジーを使うといったものでございます。 

 取組目的といたしましては、ＥＵの方々が安心で自信を持って仮想世界を利用できたり、

ＥＵの企業が世界をリードできるアプリケーションを開発することが目的でございます。

ここに関しましては、欧州委員会が１０のアクションを推進するといったところでござい

ます。まず、国民とスキルに関しましては、女性を含むスキルの向上を挙げていまして、今

現在、投資をしながら進めていっている状況でございます。子供に関するキーワードが、１

０のアクションのうち２つを占めているということで、子供の健康と福祉への影響に関す

る研究や、子供向けのインターネットの改善戦略、過去に提示したものに基づいて、それを

守るためのツールボックスの開発等々が入っているといったところでございます。 

 Ｗｅｂ４.０産業エコシステムの支援に関しましては、産業と技術のロードマップの策定

であったり、新しいビジネスモデルであったり、標準開発というところに関しまして、欧州

委員会が推進していくといった状況でございます。 

 社会進歩の促進、公共サービスに関しましては、ヨーロッパ全土のデジタルツインという

ところで、そういう取組を大規模に実施していくことが見られてございます。 

 ガバナンスに関しましては、ベストプラクティスの共有やフォーラムの開発、また、進捗

を管理するようなモニタリングするようなアプローチ等々が推進する内容として挙げられ

ているところでございます。 

 続きまして、英国でございます。オンライン安全法が公開されまして、Ofcomにより現在、

検討が進められている状況でございます。オンライン安全法は、メタバースに対しても適用

される予定で検討が進められているものだとお考えいただけたらと思っています。このオ

ンライン安全法の詳細はこの後説明させていただきますが、Ofcomがメタバースに関するメ

ディアリテラシーについてのペーパー等を挙げたり、こちらに関しましては、子供と大人の

オンラインスキル向上というプログラムがありまして、そこの中でどういうふうなものを

考慮していく必要があるのかが記載されているものでございます。 

 また、没入型技術への見解というところで、ほかのソーシャルプラットフォームと違い、

現実世界と近いからだ等々を感じる可能性があり、そういうところに関するリスクに関し
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ても検討する重要性があることは伺っておるところでございます。 

 また、そのほかの分野に関しましては、「インダストリアル・メタバース」というところ

で、核融合発電のプロトタイプのエンジニアリングデザイン等々を実施しているというこ

とが見られたところでございます。 

 オンライン安全法に関しましては、そもそもどういう目的かといいますと、ユーザに安全

なオンラインサービスを提供することが目的ということで、こちらの適用対象は、よく見て

いただきたいのですけれども、英国内に提供しているというよりは、英国外においても英国

のユーザが多数いる場合は適用対象となりまして、日本において事業を実施する人も、英国

のユーザがいる場合は、見ていく必要が出てくることになっております。 

 その中で、違法行為に関する義務、子供の安全に関する義務、分類されたサービスに関す

る義務というところで、この「分類されたサービス」というのはどのようなサービスか検討

されている状況ではございますが、どのような義務事項があるかといいますと、リスク評価

であったり、違法コンテンツを除去するシステムであったり、利用規約に対する義務や、子

供の安全というところに関しましては、年齢認証システムの導入や、一方で、この分類され

たサービスに関する義務に関しては、一定程度の自由度を与えるということで、成人ユーザ

はコンテンツをコントロールできる仕組みの実行というところで、そういうものを義務事

項として挙げていることが特徴的でございます。 

 中国に関しましては、メタバース産業の革新的発展に向けた３カ年行動計画を立ててい

るといった動向でして、メタバースの技術の促進、アプリケーション、市場環境の支援、ガ

バナンスという施策が続けられているところでございます。 

 この中で、安全・安心に関連するところでございますが、標準規格という中では、プライ

バシーの保護も挙げて標準化を実施していくと。国家標準という形の記載がありますが、そ

ういうところを実施していくという記載がございました。 

 韓国に関しましては、具体的な活動が進められているところで、先導計画というものが２

０２３年３月に公開されておりまして、その中で３０の課題というものが定義されており

ます。その中で、安全・安心のテーマに関するところも検討が進められている状況でござい

まして、メタバースの倫理原則という２０２２年に検討されたものの周知であったり、メタ

バースユーザ保護の原理原則等々の方針になるものを進めているという状況でございまし

た。 

 少し韓国の取組の詳細をお話しさせていただきますと、２０２２年に戦略を掲げまして、
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その後、先導計画という形で具体的な３０の課題と、それに対する期間というものが設定さ

れたという状況でございます。その中の取組で進捗があったものを説明させていただくと、

メタバース倫理原則の周知といったところで、メタバースの実践倫理として、基本原則、サ

プライヤー、クリエイター、ユーザに対しての倫理原則を発表しておりまして、基本原則４

０条例と、ステークホルダーに対して１２０条例を定義したといったところでございます。 

 また、ユーザ保護の原則の発表もしておりまして、こちらは一番最初に挙げられているの

は、ユーザ保護といった基本原則ではあるのですけれども、コミュニケーションと交流によ

り自己実現と表現の自由を保障する、また、ユーザの権益に関して意見を提示できる適正な

手続を設ける、また、利用者間で発生する闘争を合理的に調停するといったところで、その

ときの交流に関する方法の選択肢を与える、知的財産の侵害、データの保存・移行といった

ところ等々が挙げられてございます。 

 ここからが標準化動向でございます。こちらでは安全・安心に関わる分野というところで、

プライバシー、サイバーセキュリティー、アイデンティティーに関する標準化活動について

お話しさせていただきたいと考えております。 

 プライバシーに関しましては、各個人の生活上の自由をみだりに公開しないといったと

ころをお考えください、アイデンティティーに関しましては、個人を特定できる情報の保護、

サイバーセキュリティーに関しましては、情報の機密性、完全性、可用性を確保するという

ところでお話を進めさせていただきます。プライバシー、アイデンティティー、サイバーセ

キュリティーと言うと長いので、「ＰＣＩ」と呼ばせていただきます。 

 各国の動きに関しましては、デジュールフォーラム活動、デファクト活動というところが

ございます。デジュール活動というものは、簡単に言いますと、国際基準でグローバルで適

用されていく可能性が高いもの、フォーラムに関しましては、業界標準というところで、一

定の強制力はないものの、何かしら国ではその強制力を発揮されたり、業界の中ではそれを

使うというのは一般的であるといったところ。デファクト標準は、市場で認められたものが

おのずとその製品、サービスというものがデファクトになっていく、一般的な標準になって

いくというところだとお考えください。 

 標準化活動に関しましては、デジュールとフォーラムのところで活動が見られたという

ことで、まず、国際的なところに関しますと、ＩＴＵ－ＴのＦＧ－ＭＶで、セキュリティー

等々のプライバシーやアイデンティティーというところも含めた形で検討が進められてい

るという状況が見られてございます。 
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 米国に関しましては、ＮＩＳＴのほうで、サイバーセキュリティーのガイドラインをよく

出していますが、そちらが現状の調査を実施していまして、今後、推奨事項の発行等を予定

している状況でございます。米国に関しましては、ＩＴＵ－Ｔにも参加しているといった動

向が見られたところでございます。 

 フォーラム活動に関しましては、ＭＳＦというところでＰＣＩのワーキンググループに

関してユースケースの検討が計画されているといった状況、ＸＲＳＩでプライバシーと安

全に関わるフレームワークを策定中というところで、ＧＤＰＲであったり、子供の安全とい

った要件も含めた形で検討が進んでいる状況でございます。 

 ＥＵに関しましては、政府主導でＷｅｂ４.０の推進であったり、法規制としてＧＤＰＲ、

ＤＭＡ、ＤＳＡというものの策定が進んでいる。 

 韓国に関しましては、先ほどお話しさせていただいたとおりのところと、ＩＴＵ－Ｔ、Ｆ

Ｇ－ＭＶの議長国といったところ。 

 英国に関しましても、オンライン安全法とＩＴＵ－Ｔにも参加しているといったところ

で、デジュール活動としては、ＩＴＵ－Ｔの活動が多く見られたところ。フォーラムに関し

ては、ＭＳＦの存在感が強いです。 

 ＩＴＵ－Ｔ、ＦＧ－ＭＶの活動状況に関しましては、現在、成果物が一定承認されている

状況でございますが、標準につながるような技術仕様に関しては現在策定中といったとこ

ろでございます。ＦＧ－ＭＶは、６月の時点で、ＳＧというＩＴＵ－Ｔの別のワーキンググ

ループのほうに資料等々が送付されて、別途検討が進んでいくといった状況でございます。

この中でヒアリング等々を行っておりまして、その中で言いますと、１０月以降のところで

メタバースの活動が活性化していく可能性があるということで、現状では日本のプレゼン

スというものが認識できていないといったところ、また、勧告につながるものに関しては現

状承認ができていない、また、マネタイズを見越した活動は見られないといったところであ

ったり、サイバーセキュリティーに関連してマネタイズは難しい領域等々のヒアリング結

果をいただいている状況でございます。 

 次は、ＭＳＦのところでございます。ＭＳＦは、そもそもＳＤＯによる標準化支援や様々

な標準化機関の調整を目的としたものでございまして、実際に標準化をしていくという活

動ではないのですけれども、２０２４年度以降、開始時期は未定ではございますが、ユース

ケースの策定をして標準化の支援を行うことが挙げられているところです。現状の確認と

いたしましては、各個人保護や、Ｗｅｂ４.０の関係者を招いてスピークセッションを行っ
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ているという状況であったり、ＮＩＳＴの現状調査の周知等を行っているという現状が見

られたところでございます。 

 最後に、標準化動向のサマリーでございます。デジュールの活動が多く見られたところで

して、特にその中ではＩＴＵ－Ｔが現状進んでいるということでございました。 

 フォーラムに関しては、ＭＳＦに多くの企業が参画しているという状況でございます。そ

こからの示唆に関しましては、各国でメタバースへ波及する法規制を検討しているところ

があって、事業者が海外展開する際に、多くの法規制の対応が必要になってくる現状がある

ところ、また、ＩＴＵ－ＴのＦＧ－ＭＶに参画しながらの検討というものが各国で進められ

ているところでございますが、２０２４年後半以降、活性化するというお話も聞いておりま

すので、そこに向けて日本の標準化に向けた提案を整理するのも一案と考えております。 

 また、ＭＳＦに関しましても、デジュール標準と並行してフォーラム標準で進めていくと

いうところから、多くの企業が現状参加しているところがございますので、ＰＣＩに関わる

日本の提案をしていくことも一案だと考えております。 

 ちょっと長い資料で申し訳ございませんが、御清聴ありがとうございます。以上でござい

ます。 

【小塚座長】  石原様、どうもありがとうございました。 

 続きまして、同じ海外つながりということで、事務局から、資料４－２－２に基づきまし

て、「メタバースに関する国際的な共通認識の形成に向けた総務省の取組」ということでお

話をいただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。 

【後藤参事官付企画官】  総務省情報流通行政局参事官室の後藤でございます。私から、

メタバースに関する国際的な共通認識の形成に向けた総務省の取組について説明させてい

ただきます。 

 まず、ＯＥＣＤのＧＦＴ、Global Forum on Technologyについて説明させていただきま

す。昨年６月のＯＥＣＤの年次閣僚会合のマージンにおきまして、最先端のデジタル技術に

フォーカスしたGlobal Forum on Technologyが開催されました。その後、没入型技術を含

む３つの分野について、それぞれ専門家によるフォーカスグループ（ＦＧ）を設置して議論

を進めることになっております。 

 没入型技術のＦＧにつきましては、２０か国の有識者４０人程度で構成されておりまし

て、日本からは小塚座長に御参加いただいております。昨年１２月に第１回が開催されまし

て、先週、第２回が開催されております。先週の第２回の会合では、アメリカの退役軍人病
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院やアフリカの教育における没入型技術の活用例が紹介されまして、参加者から活発な議

論が行われました。今後は、今年夏までに毎月１回程度開催される予定と聞いております。 

 続きまして、ＩＧＦですが、これは昨年１０月のこちらの研究会でも説明させていただき

ましたが、ＩＧＦ京都で、総務省とＯＥＣＤとの共催でメタバースに関するセッションを行

っております。総務省といたしましては、これらの経緯も踏まえまして、今後は、没入型技

術のＦＧ関連イベント、また、ＯＥＣＤのデジタル政策委員会、こういった機会を活用しま

して、国際的な共通認識の形成に向けて議論を提案していきたいと考えております。 

 続きまして、ＩＴＵ－Ｔでの議論について説明させていただきます。一昨年１２月のＩＴ

Ｕ－Ｔの電気通信標準化諮問会議において、先ほどＰｗＣさんから御説明がありましたが、

ＦＧ－ＭＶ、Focus Group on metaverseの設置が承認されております。こちらの下にさら

に９つのワーキンググループが設置されておりまして、日本からは、ＮＩＣＴの今中さんや

沖電気の山本さんに議長、副議長に就任いただいております。 

 ＦＧ－ＭＶは、メタバースに関わる標準化の議論の前さばきをすべく、これまでに４回開

催されておりまして、総務省からは、昨年７月に取りまとめられた前メタバース研究会での

報告書などについてインプットしている状況でございます。こちらのほうも引き続き議論

を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 それでは、資料４－２－１と４－２－２につきまして、まとめて意見交換を行いたいと思

います。御質問、御意見がある方は、挙手ボタンにてお示しいただきたいと思います。いか

がでしょうか。 

 お待ちしている間に、ＯＥＣＤのこのフォーカスグループのことを、私が出させていただ

いているので、少し感想といいますか、御紹介申し上げますと、１つは、ヨーロッパ、ＥＵ

やイギリスは、メタバースといいますか、没入型技術による未成年に対する影響ということ

を非常に強く意識して発言をしてこられました。私自身もこれに出ていて知ったものもあ

るのですが、もう報告書が作られていたりしまして、私どもも、それも調査研究していく必

要があるなというのを感じたところです。 

 他方で、それを応用する例として、先ほど御紹介いただきましたとおり、例えばアフリカ

で教育に使う。実際にはナイジェリアの例だったのですが、コンテンツは作れるのだけれど

もデバイスがないと。アフリカではどこの事業者も、企業もデバイスを売っていないという
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のです。ですから、どこかの国で売られたものを、セカンドハンドというのですか、買って

こなければいけないので、とにかく高くて仕方がないと、そういうような発言もあったりし

て、可能性があると同時に、なかなか日本では想像できないような問題もあるのだなという

ことを感じた次第です。 

 というようなことをお話ししている間に、どなたか御質問などありますでしょうか。いか

がでしょうか。お手が挙がっていますね。 

【栄藤座長代理】  栄藤です。 

【小塚座長】  栄藤先生ですか、よろしくお願いいたします。 

【栄藤座長代理】  ＰｗＣの石原さんに質問したいのですけど、よろしいでしょうか。 

【小塚座長】  はい。 

【栄藤座長代理】  スライド１０のまとめがすごくいいなと思って見ておりました。ここ

の切り分けが、プラットフォーム事業者とサービス提供者とコンテンツ事業者ということ

になっておりまして、一番最後のところに、RobloxでＵＧＣが非常に成長を続けているとい

うことがございましたけれども、具体的にどういった人がどのようなコンテンツを出して

どのように楽しんでいるかというのを、もう少し情報をいただければ助かります。 

【石原氏】  ありがとうございます。こちらは、調査を担当した板橋のほうから話をさせ

ていただけたらと思うのですけど、お願いできますでしょうか。 

【板橋氏】  はい。板橋のほうから少しだけ回答させていただきます。 

 やはりゲーム関連のコンテンツが非常に多いというのと、年齢ベースで言うと、１３歳以

下の方が２,９００万人、１３歳以上が約４,１００万人というところで、比率的には１３歳

以下の若年層の方といいますか、お子様のユーザの方がかなり多いといった状況かなと思

っております。 

【栄藤座長代理】  つまり、ゲーム関連が多いということですけれども、具体的には、ゲ

ームに出てくるキャラクターのようなものを作っているのか、それともゲーム自身を作っ

ているのかというと、どちらになりますか。 

【板橋氏】  両面あります、そういう意味だと。 

【栄藤座長代理】  分かりました。ありがとうございます。注視したいと思います。助か

りました。 

【板橋氏】  ありがとうございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。Roblox、そうですよね。先ほど、東京都のアン
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ケートでも、日本でも認知度があったというふうに認識いたしました。 

 そのほか、どの点についてでも御発言いかがでしょうか。仲上さんですね。お願いします。 

【仲上構成員】  日本スマートフォンセキュリティ協会、仲上です。ＰｗＣ様に御質問で

す。メタバースに関する海外動向調査、非常に興味深く拝見させていただいておりますし、

とても学びの多い資料だなと思っております。 

 全体的な質問にはなるのですけれども、国際的な取組を調査される中で、メタバースをど

ういうふうに捉えているか、何をもってメタバースとしているのかというところは、当研究

会の中でもなかなか定義が難しいところでもありますし、御報告を見ていても、今お示しい

ただいているページでも、ＸＲ、ＡＲのような現実空間を拡張していくものも含めてメタバ

ースと捉えられているところもあれば、完全な仮想空間での出来事をメタバースとして捉

えられているところもあるかと思うのですけれども、そういったところに、ある程度メタバ

ースというものが何なのかという国際的なコンセンサスを取るような動きというのは今回

の調査で何か見られましたでしょうか、というところが質問でございます。 

【石原氏】  まず、全体の市場規模に関しましては、本当にまるっとした形で、教育や医

療というところを全て含めた形のメタバースと話が進められている状況でございます。 

 また、各国の状況を見ましても、法規制に関しましては、どちらかというと、仮想空間と

いったところよりも、オンラインプラットフォームサービスの中での位置づけで話をされ

ているところや、ＥＵに関しましては、仮想空間という形でお話しされていたり、様々な用

途や想定が進められている状況でして、現状の中では、今回の調査においては、そこの統一

化は見られていないという状況でございます。 

【仲上構成員】  ありがとうございます。米国でも、今回出ていますメタバース・スタン

ダード・フォーラムを中心に議論が進められていると思うのですが、やはりＸＲＳＩという

X Reality Safety Intelligenceなども、もともとはメタバースというよりは、どちらかと

いうと、ＶＲ、ＡＲ、テクノロジーにおけるセーフティーを考えていこうというところから、

だんだんメタバースに領域を広げていきながら各国協調を進めていくというところもある

かと思いますので、この辺り、メタバースというキーワードでいろいろ考えるときに、住み

分けしないといけない部分と幅広く捉えていかなければいけない部分というのがあるのか

なと、国際的な動きを見て思った次第でございます。ありがとうございます。 

【石原氏】  そうですね。各国の状況もそうですけれども、やはりユーザがどう捉えるの

かというのが重要かなとは思いますので、そういうところをデファクトの企業が、例えばフ
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ォートナイト等のところが強くなると、そういったところをメタバースだというふうに捉

えられる、そういうところも見ていく必要があるかなと思っております。 

【仲上構成員】  おっしゃるとおりかと思います。ありがとうございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。この定義論といいますか、スコープ論というの

はこの研究会でも何度も議論してきまして、アルファにしてオメガという感じもいたしま

すが。 

 それでは、増田先生からお手が挙がっています。よろしくお願いします。 

【増田構成員】  どうもありがとうございます。増田でございます。フォーラム標準につ

いて質問させていただきたく思います。 

 フォーラムについては、メタバース・スタンダード・フォーラムの動きについて御紹介い

ただいたかと思うのですけれども、御整理いただいた資料には、米国企業が主導すると書い

ていただいているかと思います。こちらの実態についてもう少しお伺いします。もともとの

スタートは３７社でしたかね。それが米国企業中心であったことは承知をしていて、その後

の動きについても然り、という面もあるのかなとは思うのですが、形式的には別に米国に閉

じた仕組みになってはいないと承知していて、どこまで米国主導なのかといった辺りをも

う少し教えていただければと思いました。 

【石原氏】  正直、ワーキンググループによるというところで、その発起人がどこの企業

であるかが大きく関係してきていると御理解いただけたらと思っております。現状のとこ

ろで言うと、ＰＣＩ関係、今回のところで言いますと、ＸＲＳＩが最初の発起人に入ってい

るといったことで、そうなると、アメリカ主導で検討が進められているところがございます

が、まだまだＰＣＩに関しては検討が進んでいない状況でございますので、どういうふうな

テーマがあるのかというところ、話を持っていくところが主導していく形になるのではな

いかと考えております。 

【増田構成員】  分かりました。ありがとうございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 それから、雨宮先生からお手が挙がっていますね。よろしくお願いいたします。 

【雨宮構成員】  東京大学の雨宮と申します。ＰｗＣ、石原様に御質問がございます。大

変興味深い発表、どうもありがとうございました。今日の１件目の東京都の御発表にもあっ

たかと思うのですけれども、課金が気になるという保護者のコメントがあったり、今回の御

発表でも、市場の広がりというお話があったかと思うのですけれども、スライドで言います
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と１１ページや１３ページ、１４ページ、１５ページのところで、決済サービス例のところ

に関しては、ほとんどが空欄になっているような形になっていまして、メタバース事業者と

して独自に取り組むことは恐らく少ないということがこの表からはっきりしたかなと思う

のですけれども、一方で、市場の規模の中では取引、様々なものがあると。課金も含めて問

題視されるようなことがあるということからすると、外部の決済サービスを、公式ないし非

公式に使っているというようなことが考え得るかなと思うのですが、その辺り調査をされ

たことに当たって、何か特徴的な傾向や、そういったものがあれば教えていただければと思

いまして御質問させていただきました。 

【石原氏】  ありがとうございます。こちらは板橋さん、お願いできますでしょうか。 

【板橋氏】  ありがとうございます。今御指摘いただいたとおりで、基本的に自社で何が

しか決済の機能を持つというよりは、外部に飛ばしてしまっているというケースがほとん

どかなと思います。ブラウザベースのものであれば、ＥＣサイトに飛ばして、そこで決済し

てしまうような仕掛けを入れたり、そういった一般的なやり方が普通かなと思うのですけ

れども、特徴的な例というところで言えば、例えばRobloxさんなんかだと、二重プラットフ

ォーム手数料のような形になっていて、アップルのストアで手数料がかかって、さらにRob

lox側でも手数料がかかるような形態になっていると。それの中で課金を行わせるような形

になっているのはちょっと特殊な形かなと思うのですが、それでもクリエイターの方から

すると、Robloxで展開したほうが最終的には規模が大きくなるので使われているケースが

多いようなところもあるので、場合によっては、これからはそういうのがもしかすると主流

になるのかもというのは見立てているところでございます。 

【雨宮構成員】  どうもありがとうございました。プラットフォーマー、サービス提供者

からすると、顧客の情報やお金の流れというものを恐らく管理したいのだろうなというの

がある一方で、これ以外に様々な問題がはらみ得るというところがあって、どのように各社

さんやプラットフォーマー、サービス事業者が対応されているのかなというところにちょ

っと興味がありましたので、今の回答をいただきましてとても勉強になりました。ありがと

うございます。 

【小塚座長】  どうもありがとうございました。まだまだいろいろお聞きしたいこともあ

るのですけれども、先に進ませていただきたいと思いますので、議事（２）につきましては

この辺りとさせていただきたいと思います。ＰｗＣの石原様、それから板橋様、どうもあり

がとうございました。 
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議事 

（３） 民主的価値に基づく原則１次とりまとめ（案）について 

 

【小塚座長】  それでは、議事（３）ですが、「民主的価値に基づく原則１次とりまとめ

（案）について」ということで、これは事務局からお願いいたします。髙本部長、よろしく

お願いいたします。 

【髙本調査研究部長】  情報通信政策研究所の髙本でございます。資料４－３に基づいて

説明をさせていただければと存じます。 

 まず、最初のセクションですけれども、今までの研究会の発表内容と主な意見ということ

でまとめております。こちらは、本研究会の第１回会合で、「民主的価値に基づく原則等の

例」ということで事務局から提示をしたものを再掲してございます。 

 それから続きまして、こちらのページですけれども、第１回から第３回の研究会会合にお

いて、原則等について構成員の皆様からいただいた御意見をまとめたものでございます。第

１回の研究会会合での原則全般についての御意見ということで、詳細は読み上げませんが、

いろいろと全般的な御意見をいただいたところでございます。 

 それから続きまして、５ページですけれども、個別の項目への御意見ということで、４ペ

ージと５ページで第１回の全般的な御意見と個別の項目への御意見をいただいたところで

ございます。 

 続きまして６ページですけれども、こちらは第２回の内容ということで、Metaverse Jap

an、メタバース推進協議会、それからバーチャルシティコンソーシアムの３団体からそれぞ

れの取組について御紹介いただきまして、その後、意見交換を行いました。その後、構成員

の皆様から御意見をいただいたところですけれども、原則に関わるコメントを事務局のほ

うでまとめさせていただきました。 

 続きまして、７ページ、第３回の研究会会合での発表内容と主な意見ということで、同じ

く、第３回は日本デジタル空間経済連盟、バーチャルライツ、それから京都府の３団体から

取組の御紹介をいただきまして、その後、御発表に基づいて意見交換を行いました。特に原

則に関わると思われますコメントにつきましてまとめたものが下のオレンジの部分でござ

います。 

 以上が、第１回から第３回までの議論の振り返りでございます。 
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 続きまして、１次とりまとめの方向性ということで、こちらは最終的なものではございま

せんけれども、１次とりまとめということで、現段階でまとめたものでございます。「原則

（案）の全体構成と整理の方向性」ということで、現時点でどのようなものが考えられるか

ということでまとめております。 

 まず、この資料（資料４－３ ９ページ）の左下のほうですけれども、こちらは第１回会

合で事務局のほうから提示いたしました「民主的価値に基づく原則等の例」の構成として、

「目的」、「民主的価値に基づく原則」、「信頼性・利便性の向上を図る観点からの論点」とい

うことでお示ししております。先ほどお示ししましたけれども、第１回から第３回会合の議

論を踏まえまして、まとめたものが右側の「１次とりまとめの構成案」ということで、前文、

それから原則、大きく２つあります。こちらを事務局から今回、提示させていただくもので

ございます。 

 この作り、構成ですけれども、左から右に変化した、どのように変わったかということで

すけれども、まず、前文ですけれども、「誰のためにつくるのか」、「どの原則をどういう文

脈で考えていけばよいのか」といった御指摘、御意見を第１回の議論の中でいただきまして、

その御意見を踏まえて、前文の中で原則というのは、メタバースについての基本的な考え方

であるとか、原則の位置づけというものを前文で今回示しております。 

 それから、第１回の議論の中で、「自由という価値も、民主的価値と同様のレベル感」で

はないかといった御意見もいただいたので、これを踏まえて、自由についての記載を原則か

ら前文に移動いたしました。 

 次に、原則の対象ですけれども、メタバース関連サービス提供者が果たす役割として記載

しております。この「メタバース関連サービス提供者」ですけれども、下の注にございます

とおり、メタバースサービスを提供するプラットフォーマー、それからワールド提供者とい

うものを指し、この２つを合わせた言葉でして、メタバース関連サービス提供者自体は、今

回新しく定義した言葉ですけれども、「プラットフォーマー」と「ワールド提供者」は、前

研究会からの定義として、特には変えておりません。 

 また、原則ですけれども、大きく２つの柱に分けております。１つ目は「メタバースの自

主・自律的な発展を目指すための原則」ということで、これはメタバースがルールをユーザ

が自分たちでつくりながら、面白い空間をつくってきたという御意見や、あるいはコミュニ

ティの自主性が重要である、こういった特徴を踏まえて、社会と連携しながら、さらなるメ

タバースにおける自主・自律的な発展を目指すための取組ということで大きくまとめてお
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ります。 

 そして、２つ目は「メタバースの信頼性向上に関する原則」ということで、これはメタバ

ースの自主・自律的な発展を支えるために、サービス提供者がメタバースへの信頼性を向上

させていくために必要な取組ということでまとめております。 

 続きまして、１０ページが原則（案）の主な修正点でございます。左下が、第１回で事務

局から提示したものでございまして、１回から３回の御意見を踏まえて、新たに再構築した

ものが右下でございます。 

 主な変更点ですけれども、１つ目が、社会と連携したメタバースの自主・自律的な発展に

関する原則の項目として、ポジティブな面を捉えた「オープン性・イノベーションの促進」

を追加するとともに、それから、公平な参加機会やユーザビリティの確保、ユーザビリティ

について御意見がございましたけれども、こちらについては、多様性、包摂性のほうに移動

しまして、その上で、この項目として整理をしたという状況でございます。 

 それから、信頼性、利便性の向上のほうにございました「説明責任」ですけれども、この

説明責任の項目にあった「メタバースの特性の説明」ということで、これは具体的には、「こ

のワールドはどのような世界観で提供されているか」といった点ですけれども、こういった

要素は、透明性に持っていった上で、そこに「説明性」という項目名も追加した上で整理を

するという状況でございます。それから、行動履歴の適切な取扱いについても御議論がござ

いましたけれども、それを踏まえて、プライバシーの項目に移動させた上で整理をしている

という状況でございます。 

 御参考までに、１１ページですけれども、事務局から示した当初の原則案について、各団

体における取組との対応関係をまとめたものでございます。どの団体も、赤色の破線で囲っ

ているところですけれども、多様性に関する取組を行っておりまして、もちろんどの要素も

非常に重要ではあるのですけれども、特にこの様々な要素の中でも、多様性はどの団体も注

視しているということで、メタバースにおいて非常に重視すべき要素なのかなと我々とし

ては理解しているという状況でございます。 

 以上を踏まえて、前文（案）及び原則（案）ですけれども、初めに、１３ページ、前文（案）

でございます。こちらは基本的な考え方を示したものでございますけれども、まず、最初の

パラグラフのところで、「民主的価値を踏まえたメタバースの将来像の醸成」ということで、

こちらでメタバースに対する基本的な考え方を示しております。 

 まず、メタバースのポジティブな面ということで、将来、メタバース上では国境を越えて
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様々なワールドが提供され、メタバースが物理空間と同様に、国民の生活空間や社会活動の

場としてますます発展し、人々のポテンシャルをより一層拡張することが期待されるとい

う面がある一方で、ネガティブな面としまして、物理空間と仮想空間がこれまで以上に融合

した結果として、メタバース上での出来事や価値観が物理空間に影響を与え、物理空間の民

主的な価値を損なう可能性も想定されると考えております。 

 このような状況を防ぐために、以下の①から③、メタバースにおける民主的価値の主な要

素ということで、これを国際的な共通認識とした上で、メタバースの将来像の醸成を図るこ

とが重要であるとした上で、具体的に３つ示しております。１つ目が、メタバースが自由で

開かれた場として提供され、世界で広く享受されること。２つ目が、メタバース上でユーザ

が主体的に行動できること。それから３つ目が、メタバース上で個人の尊厳が尊重されるこ

ととしております。 

 次の２つ目のパラグラフ、「原則の位置づけ」ですが、こちらでは、上述の民主的な価値

を実現し、ユーザが安心・安全にメタバースを利用していくために、メタバース関連サービ

ス提供者の取組として、以下の２つを大きな柱として位置づけるとした上で、１つ目が、対

ユーザとの関係で提供者が守るべき原則ということで、社会と連携しながらさらなるメタ

バースにおける自主・自律的な発展を目指すための原則。それから２つ目が、提供者自身の

問題として守るべき原則ということで、メタバース自体の信頼性向上のために必要な原則

としております。 

 ３つ目のパラグラフですけれども、「メタバースの自主・自律的な発展に関する原則の考

え方」ということで、メタバースがメタバース関連サービス提供者やユーザ等の自主的な創

意工夫により、自律的に社会的・文化的発展を遂げてきたという経緯を踏まえ、ワールドの

オープン性やイノベーション促進、それから世界中の様々な属性のユーザがメタバースを

利用する多様性・包摂性、ＩＣＴリテラシーの向上やコミュニティ運営の尊重など社会と連

携した取組。 

 そして４パラ目ですけれども、「メタバースの信頼性向上に関する原則についての考え方」

ということで、メタバースの自主・自律的な発展を支えるために、透明性・説明性、アカウ

ンタビリティ、プライバシーへの配慮、セキュリティー確保など、メタバースへの信頼性を

向上させるために必要な取組ということで記載しております。 

 続きまして、１４ページの原則（案）でございますけれども、前文で示した２つの柱の原

則の項目と内容でございます。１つ目の「メタバースの自主・自律的な発展に関する原則」
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ですけれども、項目としましては、オープン性・イノベーションの促進、多様性・包摂性、

リテラシー、コミュニティの４つでまとめております。 

 それから、「メタバースの信頼性向上に関する原則」ということで、透明性・説明性、ア

カウンタビリティ、プライバシー、セキュリティーという４つを挙げているという状況でご

ざいます。 

 事務局からは以上でございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 それでは、今御説明いただいた１次とりまとめ（案）につきまして意見交換をしたいと思

いますが、本日御欠席の先生、それから、先ほど石井先生が次の御予定で御退席になりまし

た。これらの先生方からメールで御意見をいただいております。これにつきまして、事務局

から御紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【髙本調査研究部長】  では、事務局から説明させていただきます。 

 まず、石井構成員からいただいた御意見を読み上げます。 

 「全体の方向性については、異存ございません。差し当たり気づいた点は、以下のとおり

です。」 

１つ目のポツですが、「サービス提供者では、利用規約によってトラブル発生時のルール

を決めて運用されているとは思いますが、信頼性向上の原則の中で、事後対応（典型的には、

プライバシー侵害、誹謗中傷、なりすまし等に対する被害者救済等）を適切に実施すべき旨

の項目を入れていただくことが考えられるように思います。（増田委員が第２回で関連する

御意見をおっしゃっています）。アカウンタビリティで吸収できるかどうかも要検討と考え

ています。」 

 ２つ目のポツとして、「サービス提供者による原則遵守への取組状況を適宜把握すること

も信頼性向上に資すると考えます。」 

 ３つ目のポツですけれども、「メタバース関係では、知財は確かにイノベーション促進に

位置づけられますが、信頼性向上の中でも関係する項目があれば、（例えば、アバター絡み）

少し入れていただく案もあるかと思います。」 

 それから、４つ目のポツとして、「原則の内容を文章化される際には、侵害行為とその対

策、被害の性質を分けつつ書いていただくとよいかと思います。例えば、アバターへの侵害

行為については、おおむね、①中の人をさらす（プライバシー侵害）、②アバターをまねる、

③アバターに対して名誉毀損等の攻撃を行う、という行為に整理できるのではないかと考
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えています。これらは主に個人ユーザが想定されます。他方、システムへの加害行為はユー

ザ全体、場合によってはサービス提供者にもたらす被害ですので、被害の性質は異なると思

います。」 

 ５つ目のポツ、「上記の②は、有名人（有名キャラクター）も含まれると思われますので、

その場合はパブリシティー権が関係します。」 

 石井構成員からの御意見は以上でございます。 

 続きまして、出原構成員からの御意見ですけれども、 

「頂きました「資料４－３」を拝読いたしました。第１次とりまとめの前文、原則の内容

について賛同いたします。メタバースの自主・自律的な発展に関する原則と、メタバースの

信頼性向上に関する原則、表現を変更していただいたことで理解しやすくなりました。分か

りやすくおまとめいただき感謝いたします。」 

 以上でございます。 

 続きまして、辻構成員からの御意見を読み上げます。 

 「ざっくりした御提案になりますが、どのような価値に対して民主的価値を掲げるのかを

前文等でもう少しはっきり打ち出すことはできないでしょうか。種々考えられるかもしれ

ませんが、私としてはまずもって「消費者的価値」、あるいは「消費主義的価値」（consume

r value）に対してかと思います。エコーチェンバーやフィルターバブルは、消費者にとっ

ては快適な望ましい情報環境にほかなりませんが、マクロな市民社会レベルでは必ずしも

望ましい帰結をもたらすものではない。現在のソーシャルメディアではそのことが問題に

なっているわけですし、メタバースを運営する営利的民間事業者も消費者的価値は当然尊

重するでしょうが、民主的価値を尊重するインセンティブがおのずと働くとは考えにくい

ことは、第１回の研究会でも述べたとおりです。このことは、選挙等の民主的政治過程を経

ていない民間のプラットフォーマーが、表現の自由や知る権利等の民主的価値を左右する

先制的な力を持ってしまうという問題にもつながっているかと思います。 

 もちろん、例えば、資料４－３の１０ページにある「障がい者等の社会参画の手段として

の有効性」や、「誰もが使えるユーザビリティの確保」といった原則項目などは、消費者的

価値にも十分見合うであろうもので、消費者的価値と民主的価値が常に対立するというわ

けではないですが、民主的価値を掲げる意義は、やはりそれらが対立する局面に求められる

でしょう。また、その観点から、原則項目の課題の大きさに濃淡をつけて整理できそうにも

思います。」 
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 辻構成員の御意見は以上でございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 それでは、これらの書面でいただきました御意見に対しても御意見がさらにあるかもし

れませんし、そもそもの事務局資料に対する御意見もあろうかと思います。ぜひどの点につ

いてでも忌憚なく御指摘をいただけましたらと思います。今のところ、大屋先生からお手が

挙がっています。大屋先生、よろしくお願いいたします。 

【大屋構成員】  慶應義塾の大屋でございます。御説明ありがとうございました。全体と

しての案については、ほとんど言うべきことはありませんで、大変よくおまとめいただいた

ものと思っております。私としてはこの内容に同意するところですけれども、１点だけ、非

常に細かいことではあるのですが、申し上げたいと思います。 

 １３ページに前文（案）が示されております。最初のところに、民主的価値を踏まえたメ

タバースの将来像の醸成ということで、①から③と細かい項目が並んでおるのですけれど

も、このうちの③についてです。メタバースの問題を考えるときには、いわゆるメタバース

のアバター等と中の人が属性等において異なる場合があるということに留意する必要があ

ると考えておりまして、メタバース上でアバターとして表現されているところの個人の尊

厳が尊重されるだけでは必ずしも十分ではないと思っています。だから、アバターを通じた

交流によって、たまたま中の人に該当する属性が差別的扱いを受けるというようなことが

あった場合に、それもやはり望ましくない行為として整理すべきだと思いますので、例えば

ですが、メタバースでの活動を通じて個人の尊厳が尊重されることといったように、メタバ

ースの中と外を包括するような表現にしたほうがよいと考えるところです。 

 私からは以上です。 

【小塚座長】  ありがとうございました。非常に重要な御指摘をいただきました。どう受

け止めさせていただくかは考えますが、先に進ませていただいて、増田先生、お手が挙がっ

ています。よろしくお願いします。 

【増田構成員】  どうもありがとうございます。事務局資料の１３枚目について若干の意

見を述べさせていただきます。 

 一番上のポツのところですけれども、「メタバース上での出来事や価値観が物理空間に影

響を与え、物理空間の民主的価値を損なう可能性も想定される。このような状況を防ぐため

にも…」というこの記述の辺りからは、物理空間への波及を防いで、物理空間における民主

的価値を守るということに力点が置かれているようにも読めるかなと思っております。 



 -32- 

 他方で、Ｇ７の広島コミュニケでは、民主的価値に沿ってメタバースなどの没入型技術自

体が更新し続けられるべきだと述べられていると私は理解いたしておりまして、ここでは

物理空間とメタバース空間との関係性はより対等なものとして扱われていると理解してい

ます。そうした視点も踏まえて、物理空間ありきというか、優位というニュアンスがもう少

しニュートラルなものとなるように前文の表現を見直していただけたらと思いましたが、

いかがでございますでしょうか。 

【小塚座長】  ありがとうございました。これは、事務局は別に、物理空間のほうをより

優先するというような、そういう価値判断で書いているわけではないですよね。 

【髙本調査研究部長】  もちろん、どちらも同様に大事ですけれども、そこはいただいた

御意見を踏まえて、どちらもしっかり認識しているということが分かるような記述にした

いと思います。 

【増田構成員】  どうもありがとうございます。私からは以上です。 

【小塚座長】  ありがとうございました。先ほど大屋先生が言われたことは、ある意味で

逆といいますか、メタバース上での個人というのが、背後にいる物理空間の個人の尊厳を含

んだ概念でなければいけないということですので、やはりそういう意味で言うと、同じよう

な御指摘を表から裏からおっしゃっていただいているかなという気がいたします。 

 そのほかの皆様、いかがでしょうか。今日はぜひ、いろいろな観点からまず御指摘、御意

見をいただきまして、どう受け止めて反映していくかはちょっと考えさせていただくとい

うことですので、取りあえず御発言をいただければと思います。どなたからでもお願いいた

します。 

 安藤さん、よろしくお願いします。 

【安藤構成員】  ＮＩＣＴの安藤でございます。御説明どうもありがとうございました。

１０ページに示していただいた今回の修正点、私も非常に分かりやすく再編していただい

たと思っております。 

 １番目のほうは、新しい価値を推進していくための理念的なことが含まれていると思い

ますし、２つ目のほうは、それを安心・安全に行っていくためのガバナンス面を入れ込んで

いただいているということで、うまく整理していただいたということで、大変賛同いたした

いと思っております。 

 それで質問は、次の１１ページ目になるのですけれども、これは、これまで発表いただい

た各団体等が独自に取り組まれているガイダンスづくりだと思われます。それも参考にし
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て、今回こちらでも新たな原則としてまとめられているということですけれども、その関係

性をどう見ればいいか。つまり、各団体がつくられているガイダンスに取って代わるものを

つくろう、あるいはそれを全部包含したものをつくろうとしているわけでは多分ないので

はないかと。つまり、各団体は自主的にそういうのをつくっていただくけれども、それに加

えてこういう原則があるよというのは、上位概念として置かれているのか。つまり、使う側

からすると、こういったものが、各団体に属されている方からすれば、２つ出てきた場合に、

どうそれを取り扱っていけばいいかということを事務局としてはどのように考えておられ

るかということをお聞きしたいと思っています。 

 実は、今日説明のなかった、最後のスケジュールのところに書かれていたと思うのですけ

れども、今後、第８回で「事業者向けガイドライン検討状況」と書かれているのですけれど

も、これは今回の原則以外に、事業者向けにこれとは別のガイドラインを作成されようとし

ているのかどうかということも併せてお聞きしたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

【小塚座長】  ありがとうございました。それでは、事務局から御説明ください。 

【髙本調査研究部長】  事務局でございます。まず、他の団体との関係ということでござ

いますけれども、我々としては、どちらが上位、下位というのは当然ないですけれども、既

に取組をなさっている団体の方々とのコンフリクトがないように、できるだけ最大公約数

的に皆さんのやっていらっしゃる要素を踏まえつつ、その要素を、例えば国際的にですけれ

ども、日本としてはこういった要素が重要と考えているということを示すことが重要なの

かなということで、今回こういった作業をしているところがこの表との関係と我々として

は考えているところでございます。 

 スケジュールですけれども、こちらは後ほど詳細を御説明させていただければと思いま

すが、前研究会のときにも、ガイドラインについては課題の１つとして整理をされているも

のですから、その整理に従って、我々の中でも検討していって、その検討状況についての御

報告ができればと考えております。お答えになっていますでしょうか。 

【安藤構成員】  どうもありがとうございました。各事業者さん、あるいは団体さんへの

この研究会での取組の役割等々に関して、誤解や混乱がないように説明していければいい

なと感じている次第であります。ありがとうございました。 

【小塚座長】  非常に重要な点をありがとうございました。今、事務局として、髙本部長

からおっしゃっていただいたとおりですが、新メタバース研と我々は言っていますこの研
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究会の前の、メタバース研、多くの構成員の先生方が実は共通しているのですが、あちらの

ほうで、一方では民主的価値に基づくメタバースの在り方というのを考える必要がある、国

際的に打ち出していく必要があるということで、その成果が今回のとりまとめ（案）なので

すが、それと同時に、どういう表現だったか、今正確に思い出せませんが、事業者のほうで

より適正なサービス提供をしていただくことを確保する必要があるなど、そのようなまと

めをさせていただいて、それは事業者により近いところでもあるのでということで、この研

究会というよりは、事業者との対話の中で総務省が働きかけていただいていると理解をし

ておりまして、それが状況報告として上がってくるという、そういうことであったと理解を

しております。 

 他方で、この研究会でいろいろな組織にプレゼンしていただくときには、一応、民主的価

値に基づく原則、たたき台というものを見せていたわけですよね。 

【髙本調査研究部長】  はい。我々としてお話を伺って、恐らくこの団体のこの取組はこ

こに当たるだろうというのを、丸をつけた上で各団体に確認をしていただいた結果が１１

ページの資料でございます。 

【小塚座長】  ということで、国際的な言い方をすれば、ステークホルダーと対話をしな

がら原則をつくっていきましたという、そういうことになるのではないかと思いますけれ

ども、各団体さんにもまたそういう形でフィードバックしていくことは重要かなと思いま

す。ありがとうございました。 

 そのほかに、構成員の皆様方から御指摘、御意見などいかがでしょうか。 

 仲上さん、お願いいたします。 

【仲上構成員】  スマートフォンセキュリティ協会、仲上でございます。２点、意見とい

うか、思いがありまして、お話しさせていただくと、まず、９ページのところです。これは

以前に議論もあったのかと思いますけれども、米印のところでメタバース関連サービス提

供者という書き方をしていただいているのですけれども、ここはＵＧＣ等も考えると、メタ

バースに何かを提供していくものには、個人クリエイターというか、ユーザ自身が提供者に

なり得るというところもあるので、ここは個人も想定されているのかというところが１つ

お聞きしたいところと、あともう一つは、すごくライトな内容なのですけれども、Ｐ１３の

ところでございまして、前文のところでございますけれども、一番最初の１行目、「将来、

メタバース上では国境を越えて様々なワールドが提供され」と書いていただいていて、非常

にメタバースに対する解像度が高い一言かなとは思うのですけれども、この「ワールド」と
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いう言葉は、ある意味、メタバースに慣れ親しんでいない人には、ちょっと唐突感があるの

かなと思っておりまして、その後の「物理空間」と対比させるとすると、「仮想空間」や「デ

ジタル空間」、そういうふうな表現がより分かりやすくなるのかなという感想でございます。 

 以上です。 

【小塚座長】  ありがとうございました。どちらも関連しているような気もしますが、事

務局としてのお考えをまずお聞かせください。 

【髙本調査研究部長】  まず、９ページのほうですけれども、ＵＧＣを考えるときに、個

人も含むべきではないかという御指摘ですけれども、我々としましては、当然、ＵＧＣは非

常に日本としては強みもありますし、そういう意味で言いますと、コンテンツを提供する方、

事業としてなさっている方、あるいは個人としてなさっている方、両方あるかと思いますけ

れども、自主・自律的な利用を行っているという意味ですと、当然、ユーザと同じ側にコン

テンツを提供する方というのは含まれるものなのかなと考えておりまして、そういう意味

ですと、そのユーザ、コンテンツを提供する方が含まれているユーザ、それを守るための原

則としてこの原則があって、メタバースの関連、サービスの提供者が守るべき原則としてこ

の原則があると考えております。 

 それから、１３ページのほうですけれども、御指摘のとおり、確かに唐突、ワールドとい

うのが、御理解するのがなかなか難しい方もいらっしゃるかと思いますので、書きぶりは考

えたいと思います。 

【仲上構成員】  ありがとうございました。 

【小塚座長】  ありがとうございました。メタバース関連サービス提供者という用語が、

ちょっと広いのかもしれませんね。むしろこれを、この定義自体は、前メタバース研からの

定義ということなのですが、多分これを説明する必要があって、そうするとプラットフォー

ム、ワールドと、その他の関係者の関係もそこでおのずから説明されることになるという、

そういうことかなと感じました。 

 それでは、栄藤先生、よろしくお願いします。 

【栄藤座長代理】  大阪大学の栄藤です。いつもポイントが仲上さんとかぶってしまって

いるのですけれども、今回も。やはりここですね、メタバース関連サービス提供者といった

ときに、誰なのかというのがやはり気にはなります。今回、誰のための原則なのかというこ

とで、プラットフォーマーというのをかなり意識されていて、ヨーロッパの例や諸外国の例

を見てみると、プラットフォーマーに対する守るべきガイドラインという形で、法律もあり
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ますけれども、出ていますということで、プラットフォーマーなのでしょうけれども、やは

りコンテンツが気になるのです。プラットフォーム、場を提供する人とどういうコンテンツ

を出すかということで、またその使い方の組合せが変わってくるので、今日せっかくまとま

っている、私、原則賛成なのですけれども、大体賛成なのですけれども、やはりＵＧＣも含

めて、場を荒らすといいますか、サービスの質を決めていくのは参加者もあるのかなと思い

まして、UGC提供者を含めてメタバースエコシステムを構成する人をメタバース関連サービ

ス提供者というのがもう少しきれいに決まるといいかなというのは聞いていて思います。 

 それと、今日、東京都の方や、前の発表を聞いていてもそうなのですけれども、プラット

フォーマーと、もう一つ、プラットフォーマーに陥らないための教育というか、外側のシス

テムも見ておかなければいけないのですけれども、そこは今日書かなくてもいいと思うの

ですけれども、やはり小・中・高生に対する教育や、大人の立場や、それから周りの友達同

士のフィルターバブルに陥らないような人間同士の議論というのが外側で大事で、前文の

中に格好よくそれが入るといいかなと。もちろん、今回の原則はプラットフォーマーが対象

でいいと思うのですけど、そのプラットフォーマーをうまく使うための何かいい社会シス

テムの在り方というのが前文に入ると格好いいかなと思って聞いていました。 

 以上でございます。 

【小塚座長】  どうもありがとうございました。前者の御指摘のほうは、事務局のお考え

は、それこそ仲上さんの御発言に対しておっしゃっていただいたとおりだと思いますが、要

するに今回の原則案というのは、プラットフォーム提供者、あるいはプラットフォーム上の

ワールド提供者、それらは別の事業者かもしれませんが、が配慮をしてくださいと。したが

って、その中で、例えば、ユーザ同士でプライバシーを侵害する、あるいは名誉毀損するよ

うなコンテンツが出てき得ると思いますが、出てきたとしても、それは、そういう場合の安

全装置のようなものもプラットフォームなり、ワールドのほうで用意してください、そうい

う趣旨の原則案であるわけですね。それはそれで、恐らく原則案としてはそういう立ち位置

で、個別的にコンテンツを提供する個人に近い方などは、むしろ表現の自由等々があります

ので、そこは直接的には規制していかないというスタンスだろうと思います。これは私の解

釈ですので、構成員の先生方がそれをどうお考えになるかということは、ぜひ御発言いただ

きたいと思いますが、私はそう解釈しました。 

 他方で、リテラシーという項目だけは、実は今から入っていて、これは多分、プラットフ

ォーマーがリテラシー教育をしてくださいという話ではなくて、もうちょっと社会全体で
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リテラシーを上げていきましょうという話だと思いますので、場合によっては、ここは栄藤

先生が言われた社会全体の在り方、ひょっとすると、そこで中央、地方の政府の在り方も含

めてというのが入ってくるのかもしれません。その辺りはもう少し原則を文章に落として

いく中では丁寧に書いたほうがいいかもしれませんね。 

 栄藤先生、そういう御趣旨でございますよね。 

【栄藤座長代理】  そういうことです。ソーシャルメディアがいかにフィルターバブルを

つくっているかということになると、それは結局、民間企業なので利益優先せざるを得ない。

それによってソーシャルメディアのコンテンツが推薦されていって、フィルターバブルが

できていくということです。 営利企業を規制するだけでなく、フィルターバブルを防ぐに

は、青少年の教育を含めて、外側の世界のあり方を議論していく必要があります。 

 もちろん、今回の原則をあれやこれや入れようというような立場ではなくて、今回のまと

め方はすごくいいとは思っているのですけれども、私、今回聞いていて、そこに気持ちが少

し入りました。 

【小塚座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、江間先生、よろしくお願いいたします。 

【江間構成員】  江間です。どうもありがとうございます。非常に分かりやすくまとめて

いただいていて、いい方向性でまとめていただいているのではないかなと思っています。 

 ２点だけ。私自身も、メタバース関連サービス提供者というところがよく分かりにくいな

というところを思っていたのを、今の小塚先生とのやり取りを聞いていて思ったのですが、

それであれば、誰が関係者で、結局、これを最初に読む人は、自分はどこに当てはまるのだ

ろうと位置づけを知りたいというか、それでもって対応していったり、あるいは自分は守ら

れる側にあるのだということで、原則を出すことにプラットフォーマー側に自分たちの権

利を主張するということができるようになる形でも使えることが大事なのかなと思ってい

ます。 

 なので、そういう観点から、前文のところに入るのか分からないのですけれども、今、小

塚先生がおっしゃったようなことを書いていただくか、あるいは、例えば、ほかにもコンテ

ンツ提供者やワールド提供者もいますというようなことが何かあってもいいのかな。それ

は場合によっては、メタバース関連サービス提供者という言葉をもう少しリファインした

ほうがいいというか、丁寧に書いたほうがいいのではないかというコメントも今までもあ

りましたので、そこの中でもしかして書くのもありなのかなとは思いました。今表示してい
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ただいているところ（資料４－３ ９ページ）の米印にあるようなところだとは思うのです

けれども。 

 また、もしかしたら、もう少し先の話になるのかもしれないのですけれども、例えば、コ

ンテンツだけではなくて、データも結構気になっていて、メタバース空間で人々が動き回る

ものが、ある意味、生成ＡＩ的な観点を含めて、動きやモーションの自動生成などのＡＩの

参照になるような議論もあったりするので、それはもしかしたらメタバース関連業者が持

つものなのか、誰のものなのかのようなところも議論にはなってくる気はするので、コンテ

ンツ、データ、プラットフォーム、それからワールドなのか、結構いろいろな立場でメタバ

ース空間に関係する人たちがいるので、一概には言えないのかもしれないですけれども、少

なくとも権利、あるいは義務というか、こういう原則に従ってほしいと思っている人、ある

いはこの原則によって守られる権利がある人たちというのはどこかで、図なのか、文字なの

か分からないですけれども、書いておいてあげたほうがいい可能性もあるかなと思いまし

た。それは今、ＡＩ事業者ガイドラインのほうなどに関わっていても議論に出てくるのです

けれども、もちろん、複数に横断する人たちはいるとは思うのですが、自分はどこにいるの

だろうということが、自分がこの原則との距離感というか、関係性を考えても大事になると

いうことはＡＩのほうでも議論がされているので、やはり担当者というか、自分はどこにこ

の原則の中で当てはまるのかということを知りたいと思いました。 

 というのが１点目で、２点目は簡単な、むしろ日本語の話だけではあるのですけれども、

１４ページ目などに原則（案）としてまとめられていて、これは前回も事務局の方にお伺い

したところであるのですけれども、やはり動詞が気になるというか、１番目の項目のところ

だけ「イノベーション促進」というのが書いてあって、あとは全部単語レベルなのですよね。

内容のところも、例えば、多様性・包摂性の一番最初のものは、「自己表現」だけで止まっ

ているけれども、ほかのものは、何とかの尊重、何とかの提供ということがあって、動詞で

終わるのか、ただ単語で終わっているだけなのかが気になるので、そこはそろえていただい

たほうがいいのかなと思うのと、言葉レベルでは書いてはいないのですけれども、前文のと

ころでは、そもそもこの研究会が安全・安心なメタバースということが入っているのですが、

国際的に展開していくときに、この「安心」という言葉はどういうふうに翻訳されるのだろ

うなというのが気になっていて、なかなか安心という概念を、日本語では分かるのですけれ

ども、英語にするときに困るなと思っているというコメントでした。 

 以上です。 
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【小塚座長】  ありがとうございました。２点ありましたけれども、事務局から何かコメ

ントがありますか。誰がどこに位置づけられているのかが分かるようにできないでしょう

かということと、表現の仕方と２点あったかと思いますが。 

【髙本調査研究部長】  御指摘ありがとうございます。我々が記載していないところで今

御指摘のあったものですと、コンテンツやデータの辺りと、自分が対象なのか対象でないの

かというのがしっかりと見て分かるような形にしたいと思います。 

 それから、２つ目の江間先生の御指摘ですけれども、動詞や単語のフェーズが合っていな

いという部分については、最終的なものではそこがしっかりそろうようにしたいと思いま

す。 

【小塚座長】  江間先生の御指導もいただいて、直していただきたいと思います。今つく

っているものではなくて、前のＡＩガイドラインをつくったときには、たしかポンチ絵のよ

うなものがあって、関係者図があったりしましたが、今回そういうことは考えていないです

か。 

【髙本調査研究部長】  最終的なもの、分かりやすいものであればどのような形でもいい

のかなと思いますので、そういうのも含めて考えていきたいと思います。 

【小塚座長】  ありがとうございました。江間先生、取りあえず、よろしいでしょうか。 

【江間構成員】  はい。ありがとうございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 今申し上げたことにもちょっと関わるのですが、今後の段取りがどうなるかというのも

少し気になっておりまして、本日この場で、まず内容について、ほかにおっしゃっておきた

いという御意見のある方いらっしゃいますでしょうか。もし今すぐにという方がいらっし

ゃらなければ、一旦、時間が近づいておりますので、意見交換を締めさせていただいて、事

務局から今後の取りまとめ方について御説明をいただければと思います。ちょっと待って

ください、チャットが入りました。大屋先生ですね。 

 「安全・安心については、safetyとsecurityを使うことが多いと思いますが、安心がsec

urityなのかという問題があって、そうするとsubjective and objective safetyなどの表

現が考えられる」と。ごもっともでございます。ありがとうございます。 

 それで、事務局から、まず今後の進め方について御説明いただけますでしょうか。 

【髙本調査研究部長】  事務局でございます。では、引き続きまして、資料４－３の１６

ページに基づいて説明させていただきます。 
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 １次とりまとめについての今後の進め方でございますけれども、まず、本日頂戴しました

御意見を踏まえて、事務局として１次とりまとめ（案）の作成を進めつつ、当初の予定どお

り、第５回研究会、次回ですけれども、ここで１次とりまとめ（案）に対する審議を実施し

て公表したいと考えております。ただ、この時点でまとめるものは、あくまでも、第９回で

最終的なとりまとめと考えておりますけれども、そこに向けての現時点での整理というこ

とでございまして、ここで１次とりまとめについての審議をすることを考えているという

ことでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。本日の資料４－３に書かれているような項目と

内容だけでは、なかなか分かりにくいところもあると思います。最終的には、これはやはり

ＡＩガイドラインがそうであったように、文章の形で説明も必要だと思いますし、そこに、

さっき私が申し上げました、例えばポンチ絵のようなものも必要に応じて入れていくとい

うことは考えられると思います。ただ、それは報告書の形で第９回をめどに取りまとめると

いうものとして言わば予定されていて、取りあえず、次回取りまとめたいのは、現在の提案

されている前文と、それから項目、内容ということで、要するに日本として、日本の中の政

府の中に置かれた当研究会としてこういうことを考えているのですよということを取りあ

えずまとめて、そして公表し、多くの方の意見をいただきたいと、こういうことであると理

解をしております。 

 そこで、本日御発言いただきました内容、それからペーパーでお出しいただきました意見、

これを本日の資料に取り込んで取りまとめをすることになりますが、どのように反映する

かということは、作業ということで私に御一任いただいて、私と事務局の間で責任を持って

相談させていただく、こういうことにさせていただけないかと思っております。そして、そ

の結果は、この研究会として審議をするわけですが、第５回の研究会というのが、３月上旬

はいろいろ皆様方、お忙しいこともございますので、メール審議という形で、文章に対して

御意見をいただくという形の審議にさせていただいて、会合の実開催はしない。こういうこ

とでいかがかと思いますが、構成員の皆様方、それでいかがでしょうか。お認めいただけま

すでしょうか。 ありがとうございます。（Ｗｅｂ会議システム上で）ハンドサインで賛成

の表示を頂戴しております。ありがとうございます。それでは、お認めいただいたというこ

とですので、そのように進めさせていただきます。責任を持って事務局と私のほうで対応い

たします。 
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 さて、本日予定した内容は以上です。皆様から大変有意義な御報告、プレゼンをいただき、

また、構成員の先生方から活発な御意見をいただきました。ありがとうございました。 

 それでは、事務局から事務連絡等ありましたら、お願いいたします。 

【髙本調査研究部長】  事務局でございます。本日はありがとうございました。先ほどの

小塚座長からの御示唆を踏まえて、次回、第５回につきましてはメール審議とさせていただ

きます。詳細については別途、御案内いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

【小塚座長】  ありがとうございました。 

 それでは、本日はこれにて閉会ということにさせていただきます。構成員の先生方にはこ

の後、文書審議でいろいろとお手を煩わせますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

 

 

以上 

 

 

以下、会議中のチャット 

【構成員】大屋雄裕 から 全員 へ：  午後 3:57 

安全・安心についてはsafetyとsecurity を使うことが多いと思いますが、後者がセキュ

リティとカブるようであればsubjective and objective safetyなどの表現が考えられる

と思います。 


